
工業活性化事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 市長は、船橋商工会議所が行う市内事業者に対する工業振興のために

実施する事業（以下「工業活性化事業」という。）の円滑な推進を図るため、

船橋商工会議所に対し、船橋市補助金等交付規則（昭和５６年船橋市規則第

５０号。以下「規則」という。）及びこの要綱に基づき工業活性化事業費補助

金（以下「補助金」という。）を交付するものとする。 

 

（補助金の額等） 

第２条 補助金の額は、別表に定めるところにより、船橋商工会議所が工業活

性化事業を行うために必要な経費について、予算の範囲内において市長が必

要と認める額とする。 

 

（交付の申請） 

第３条 規則第３条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、毎年

度４月３０日までに工業活性化事業費補助金交付申請書（第１号様式）に次

の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。 

 (1) 事業計画書 

 (2) 収支予算書 

 (3) 前年度決算書 

 (4) その他市長が必要と認めるもの 

２ 船橋商工会議所は、前項の規定により申請するに当たって 、補助金に係

る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 （補助対象経費 に含まれる消

費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）

の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該

金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税

率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。）を減額し

て申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税仕

入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 

 

（交付の決定） 



第４条 規則第６条の規定による通知は、工業活性化事業費補助金交付決定通

知書（第２号様式）によるものとする。 

２ 市長は、第３条第２項ただし書の規定による交付の申請がなされたものに

ついては、補助金の額の確定において補助金に係る消費税仕入控除税額を減

額する旨の条件を付して、交付の決定を行うものとする。  

 

（交付の回数） 

第５条 補助金の交付回数は、年２回以内とする。 

 

（実績の報告） 

第６条 規則第１２条の規定により実績報告をしようとするときは、補助対象

年度の３月３１日までに、工業活性化事業運営実績報告書（第３号様式）に

事業報告書及び収支決算書を添えて市長に報告しなければならない。 

２ 第３条第２項ただし書の規定により交付の申請をした船橋商工会議所は、

前項の規定による実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税仕入控除

税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなけれ

ばならない。 

 

（額の確定） 

第７条 規則第１３条の規定による補助金の額の確定通知は、工業活性化事業

費補助金額確定通知書（第４号様式）によるものとする。 

 

（交付の請求） 

第８条 規則第１５号第２項により補助金の交付を受けようとするときは、工

業活性化事業費補助金交付請求書（第５号様式）に前条を定める確定通知書

の写しを添えて市長に提出しなければならない。  

 

（概算払い） 

第９条 市長は、必要があると認めたときは、補助金を概算払いにより交付す

ることができる。この場合において、概算払いにより交付できる額は第４条

に規定する工業活性化事業費補助金交付決定通知書に記載された交付決定

額を上限とする。 



２ 前項の規定により概算払による補助金の交付を受けようとする船橋商工

会議所は、工業活性化事業費補助金概算払交付請求書（第６号様式）により、

工業活性化事業費補助金交付決定通知書の写しを添えて市長に請求しなけ

ればならない。 

 

 （概算払の精算） 

第１０条 前条の規定により概算払による補助金の交付を受けた船橋商工会

議所は、第７条による通知を受けたときは、工業活性化事業費補助金交付決

定通知書に記載された交付決定額を上限に、工業活性化事業費補助金概算払

精算書（第７号様式）により精算手続きをとらなければならない。ただし、

残額が生じた場合にあってはこれを返納しなければならない。 

 

（交付決定の取消等） 

第１１条 規則第１６条の規定により交付決定の取消し等をする場合は、工業

活性化事業費補助金交付決定取消通知書（第８号様式）により通知する。 

 

（関係帳簿の整備等） 

第１２条 船橋商工会議所は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳

簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及

び証拠書類を補助金の交付を受けた日から１０年間保管しなければならな

い。 

 

（消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還）  

第１３条 船橋商工会議所は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申

告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定し

た場合（仕入控除税額が０円の場合を含む。）は、消費税及び地方消費税の

仕入控除税額報告書（第９号様式）により速やかに、遅くとも補助事業完了

日の属する年度の翌々年度６月３０日までに市長に報告しなければならな

い。ただし、補助金に係る消費税仕入控除税額を減額して実績報告を行った

場合には、この限りでない。 

２ 前項の規定により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税

額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を市に返還しなければ



ならない。 

 

（補則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。  

附 則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。  

  附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。  

 附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。  

 附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。  

 附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

別表 

 

事業名 工業活性化事業費補助金 

事業趣旨 船橋商工会議所が行う工業振興のために実施する事業の円

滑な推進を図るため経費の一部を助成することにより、工

業の総合的な発展と改善を図る。 

補助対象者 船橋商工会議所 

補助対象経費 工業活性化事業費 

異業種交流事業 旅費・報償費・印刷製本費・通信運搬

費・消耗品費・広告費・使用料及び賃

借料・委託費・原材料費・負担金 

技術改善指導事業 旅費・報償費・印刷製本費・通信運搬

費・消耗品費・広告費・使用料及び賃

借料・委託費 

講習会事業 旅費・報償費・印刷製本費・通信運搬

費・消耗品費・広告費・使用料及び賃

借料・委託費・講習会受講助成金 

展示会出展事業 旅費・印刷製本費・広告費・負担金・

使用料及び賃借料・委託費・消耗品

費・原材料費・通信運搬費 

その他工業活性化

事業 

旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製

本費、備品修繕料、その他手数料、負

担金 

補助限度額 予算の範囲内で事業費の５０％に相当する額 

 

 

  



第１号様式 

 

工業活性化事業費補助金交付申請書 

 

  年  月  日 

船橋市長      あて 

 

 

 

補助金等の交付を受けたいので、工業活性化事業費補助金交付要綱第３条の規定に

より、下記のとおり申請します。 

記 

 

１ 交付申請額                    円 

 

２ 補助事業の内容及び補助事業に要する経費の配分 

  別紙「事業計画書」及び「収支予算書」のとおり 

 

３ 消費税の適用に関する事項（該当するものに☑） 

 ① 補助金交付額の算定 

□ 消費税額を補助対象経費に含めないで補助金交付額を算定 

□ 消費税額を補助対象経費に含めて補助金交付額を算定 

確定申告により仕入税額控除した消費税に係る補助金相当額が確定後、

「消費税仕入控除税額報告書」の提出が必要となります。（返還額が０円

の場合も含む）。 

 ② ①で「消費税を補助対象経費に含めて補助金交付額を算定」を選択した理由 

 □ 免税事業者である 

 □ 簡易課税事業者である 

 □ 消費税法別表第３に掲げる法人等であって特定収入割合が５％を超える 

 □ その他（                         ） 

 

  



第２号様式 

 

工業活性化事業費補助金交付決定通知書 

 

 号 

  年  月  日 

          様 

 

船 橋 市 長       

 

 

  年  月  日付で申請のあった補助金の交付について、下記のとおり決定し

たので、工業活性化事業費補助金交付要綱第４条の規定により通知します。 

 

記 

 

   交付決定額                    円 

 

 

 （交付の条件） 

１．補助事業等の内容又は経費の配分の変更をするときは、市長の承認を得ること。 

２．補助事業等を中止又は廃止するときは、市長の承認を得ること。 

３．補助事業等が予定の期間内に完了しないとき又は遂行が困難となったときは、速

やかに市長に報告してその指示を受けること。 

４．申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、補

助金の額の確定において当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額する。 

５．その他市長が必要と認める条件 

  



第３号様式 

 

工業活性化事業運営実績報告書 

 

                                                          年  月  日 

 

船橋市長 あて 

 

 

工業活性化事業費補助金交付要綱第６条の規定により、補助事業等の実施状況を下

記のとおり報告します。 

記 

 

１ 交付決定額                    円 

 

２ 補助事業に要した経費の配分 

別紙「事業報告書」及び「収支決算書」のとおり 

 

３ 補助事業完了年月日         年   月   日 

 

  



第４号様式 

 

工業活性化事業費補助金額確定通知書 

                                                 

     号 

  年  月  日 

          様 

 

                             船 橋 市 長   

 

 

年 月 日付けで実績報告のあった補助事業等について、下記のとおり補助金の

額を確定したので、工業活性化事業費補助金交付要綱第７条の規定により、通知しま

す。 

 

記 

 

    交付確定額                 円 

 

 

  



第５号様式 

 

                         工業活性化事業費補助金交付請求書 

 

                                                         年    月    日 

 

船 橋 市 長 あて 

 

 

 

工業活性化事業費補助金交付要綱第８条の規定により、補助金の交付を下記のとお

り請求します。 

 

記 

 

    請求額                    円 

 

 

 

 

  



第６号様式 

 

工業活性化事業費補助金概算払交付請求書 

 

                              年  月  日 

 

 

船橋市長      あて 

 

 

                   住 所 

 

                   団体名 

 

                   代表者              印 

 

 

工業活性化事業費補助金交付要綱第９条の規定により、補助金の交付を下記のとお

り概算払請求します。 

 

 

                  記 

 

 

     概算払請求額               円 

 

  



第７号様式 

工業活性化事業費補助金概算払精算書 

年  月  日 

 

 船橋市長  あて  

団体名  

代表者名            

         所在地  

 

 

概算払を受けた工業活性化事業費補助金について、工業活性化事業費補助金交

付要綱第１０条の規定により、下記のとおり精算します。 

 

記 

 

 

戻入(返納)額                円 

 

概算払額         円 

精算金額         円 

差引残額         円 

過給額         円 

 

  



第８号様式 

 

工業活性化事業費補助金交付決定取消通知書 

                                                        

  号 

  年  月  日 

          様 

 

                             船 橋 市 長 

 

 

年  月  日付けの工業活性化事業費補助金の交付決定については、下記理

由により取り消したので、工業活性化事業費補助金交付要綱第１１条の規定により通

知します。 

 

記 

 

 

 取消の理由 

 

  



第９号様式 

 

消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書 

 

 

年  月  日 

 

    船橋市長あて 

 

団体名 

代表者名 

所在地 

 

連絡担当者 

電話番号 

 

  年  月  日付け、船商第   号により交付決定があった工業活性化事業

費補助金について、下記のとおり報告します。 

 

記 

１．交付確定額 

              円 

 

２．確定申告により確定した工業活性化事業費補助金に係る消費税及び地方消費税に

係る仕入控除税額（※消費税の申告義務がない場合も０円と記載すること） 

                     円 

 ※０円の場合はその理由について☑ 

 □ 消費税の申告義務がない 

 □ 簡易課税方式による申告を行っている 

 □ 消費税法別表第３に掲げる法人等であって特定収入割合が５％を超える 

 □ その他（返還額算出シートによる計算の結果、返還額が０円だった場合など） 

 

３．添付資料 

 ・返還額算出シート 

（申告義務がない、簡易課税方式、消費税法別表第３に掲げる法人等であって特定

収入割合が５％を超える事業者は添付不要） 

・別添 添付書類チェック表及び該当書類のとおり  



別添 添付書類チェック表 

 

※ 本用紙と合わせて該当する添付書類を提出してください。 

 

申告方式 添付書類 
提出書類

に☑ 

消費税の確定申告の義

務がない 

〇免税事業所であることを証する

書類【任意様式】 
□ 

簡易課税方式により申

告している場合 

〇消費税確定申告書（簡易課税用）

（写） 
□ 

公益法人（一般社団法

人、社会福祉法人、宗教

法人）等で特定収入割

合が５％を超えている

場合 

〇消費税確定申告書（写） 

〇消費税確定申告書付表２（計算

表）(写) 

〇特定収入割合を確認できる書類

【任意様式】 

□ 

課税売上割合が 95％以

上かつ課税売上高が５

億円以下の法人等 

〇消費税確定申告書（写） 

〇消費税確定申告書付表２（計算

表）(写) 

□ 

課税売上割合が 95％未

満または課税売上高が

５億円超の法人等であ

って一括比例配分方式

により消費税の申告を

行っている場合 

□ 

課税売上割合が 95％未

満または課税売上高が

５億円超の法人等であ

って、個別対応方式に

より消費税の申告を行

っている場合 

□ 

 

 

 

 

 

 

 

 


